
保護者の就労等の有無に関わらず
子育て中のどんなご家庭もお子さんを

保育園などに預けられるようになりました。

★対象のこども★

保育所等＊に通っていない
０歳6か月から満３歳未満の

子ども

＊保育所、認定こども園、

地域型保育事業所、

企業主導型保育事業所

★利用可能時間★

子ども1人につき月１０時間まで

★実施施設★

【お問い合わせ】 那珂市役所 保健福祉部 こども課 保育グループ

TEL 029-298-1111（内線252，253）

利用方法などの詳細は
市ホームページをご覧ください

こども誰でも通園制度を利用する

場合は、お住まいの市町村で事前に
利用申請が必要です。

★実施日★

月曜日から金曜日まで

※祝祭日、年末年始、休園日を除く
※一部の施設で土曜日に実施あり

施設名 受入れ時間 利用料金
(１時間)

実費徴収

菅谷保育所 9:00～11:30
13:30～16:30

300円 なし

ごだい保育園 8:30～16:30 0円 給食300円・おやつ100円

ARINKOMURA 9:00～17:00 500円 給食500円・おやつ50円

瓜連
認定こども園

10:00～15:00

※土曜日14:00まで

300円 給食150円

やえ ナーサリー
・スクール

8:30～16:30 300円 給食250円・おやつ50円

※空き状況や施設の受入れ体制等の事情により、ご希望に沿った利用ができ
ない場合があります。


